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「SURFACE HUB 用 MICROSOFT 拡張ハードウェア修理プラン」 

商用サービス契約 

ご契約条件 

「Microsoft 拡張ハードウェア 修理プラン」をご契約いただきありがとうございます! 

サービス請求時などに必要となる場合がございますので、本契約条件は、購入証明書と一緒に大切に保管してください。本契約書には、
契約に基づく「補償対象」を明確にし、ご理解いただくための重要なご案内が記載されています。  

SURFACE HUB に関する詳細はオンラインでご確認ください！ 

何か問題がある場合に、ご購入いただきました製品の詳細を Microsoft へお問い合わせいただく方法につきましては、以下のサイト
をご覧ください。 

https://www.microsoft.com/surface/ja-jp/support/contact-us-business-surface-hub  

定義 
本契約では、太文字で記載される用語の意味は次のとおりとしますー 

 「サービス契約」、「契約」: この文書は、ご購入により小売業者から
お客様に提供された「Microsoft 拡張ハードウェア修理プラン」プログ
ラムについて、補償の規定、条件、除外、制限に関する詳細を記載しま
す。  

 「弊社」、「プロバイダ」、「債務者」、「管理者」: サービス契約の

プロバイダー/債務者として、本契約に基づくサービスを提供する、お

よび、サービス契約管理者として本契約 に基づき管理業務を行う契約

当事者である、 日本マイクロソフト株式会社 (所在地: 〒108-0075 東京

都港区港南 2-16-3 品川グランドセントラルタワー) を指します。 

  「Microsoft」: 補償対象となる元々の製品の製造者。  日本マイクロソ
フト株式会社 (所在地: 〒108-0075 東京都港区港南 2-16-3 品川グランド
セントラルタワー)  公式ウェブサイト: www.microsoft.com。 

 「小売業者」: Microsoft (弊社) によりお客様へ本契約の販売を認められ
た販売業者を指します。  

 「契約者」「お客様」: 本サービス契約の規定により、補償対象となる
製品を元々購入した/所有するお客様を指します。  

 「対象製品」、「製品」:お客様が当初購入し、本契約に基づき補償の
対象として認められている Microsoft Surface Hub 機器を指します。 (注: 
補償対象に含まれるものは、デジタル ペン、 オールインワン キーボー
ド 、電源ケーブルのみです。また、すべて Microsoft により提供され、
同梱品として一度に購入された場合に限ります。 

 「製品購入時価格」: 対象製品にお客様が支払った代金の金額を指しま
す。ただし、お客様の購入証明書に示された税金や手数料は含まれませ
ん。 

 「購入証明書」: 販売時に発行され、本サービス契約と対象製品が購入
された日付や補償期間を確認することができる、領収書やレシートの原
本を指します。 

 「期間」:お客様の購入証明書に記載された期間で、本契約に定められ
る各規定の有効期間を示します。  

 「請求」:本契約に基づく、お客様による修理または交換のリクエスト
を指します。  

 「故障」:材料や製造過程を原因として、対象製品の機械的、電子的障
害により、意図した機能が作動しなくなることで、通常使用中に発生し
たものを指します。ただし、通常の摩滅や消耗は除きます。  

 「サービス料金」:本契約の対象となるサービスについて、請求ごとに
お客様が支払う必要のある料金を指します (該当する場合)。  

 「修理」:補償対象となる故障の発生後、対象製品を修理、改善、修復
して正常に機能する状態にするために、弊社が取る措置を指します。  

(注: 対象製品の修理に使用される各部品は、製品の工場仕様に従い機能
するものが使用され、新品、中古品または改修品の場合があります。) 

 「交換」または「交換製品」: 対象製品が修理に適さないと弊社が判断
した場合に、弊社の手配によりお客様に提供される製品を指します。
(注: 弊社は、当初の対象製品を同等もしくは類似の特徴および機能をも
つ新品、再生品、または改修品と交換する権利を留保します。また弊社
は、交換製品が元の対象製品とモデル、サイズ、寸法、色が同一である
ことを保証するものではありません。) 

契約期間 – 補償の発効日 

本契約に基づく、所定の故障に関する補償は、製造メーカーの保証期限をもって開始し、購入証明書に示された期間継続します。 

製品適格性 

本契約に基づき補償対象 (下記の定義を参照) となる製品は、次の各項目に該当する Surface Hub に限ります: (a) 認定小売業者から購入され、かつ (b) 本
契約に摘記されたものと同じ給付を定めた他の保険や保証、サービス契約のいずれの対象にもされていないもの。 

 

補償対象 

上記に定められた契約期間中に、補償対象となる請求がある場合、本契約により 補償対象製品の修理に必要な Microsoft IT サポートや修理作業、部
品が提供されるか、または弊社単独の判断に基づき、かかる修理に代え当初の対象製品の交換製品が提供されます。(以下「補償」、「補償対象」とし
ます)。対象製品の現場での修理や撤去、再設置、さらにサービスセンターへの配送 (必要に応じて) も補償対象に含まれています。 

当初の対象製品の修理または交換はすべて、本契約に記載される規定に基づくものとします。 

 
本契約書を最後までよくお読みください。 

本契約に基づく補償に関する重要事項 

本契約の規定に基づき、弊社が交換製品を提供する場合:  

A. 弊社は、欠陥製品を同等もしくは類似の特徴および機能をもつ新品、再生品、または改修品と交換する権利を留保します。ただし、交換品は

当初の対象製品とモデル、サイズ、寸法、色が異なる場合があります。)  

B. 弊社がお客様の製品の交換を決定する場合、技術の進歩により当初の対象製品より安価な販売価格または市場価格の交換製品を提供する結果

になる場合がありますが、その場合でも本契約では交換商品との差額について、いかなる返金も行いません。 

C. 本契約の規定に基づき交換されたいかなる部品、構成部品またはユニット全体もすべて弊社の所有となります。 

D. 当初の Microsoft パッケージに含まれておらず、当初の対象製品の購入時に含まれていないアクセサリー、付属品、周辺機器はすべて補償対

象ではなく、交換の対象とはならず、交換製品が提供されることもありません。 

https://www.microsoft.com/surface/ja-jp/support/contact-us-business-surface-hub
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お客様の責任: いかなるソフトウェアやデータについても、お客様の責任において定期的に、特に本契約に基づく対象の修理を行う場合は事前にバック

アップを行ってください。ソフトウェアやデータの移転・復旧サービスは補償対象ではありません。 

 

本サービス契約に基づく補償は、本契約書で特に定められる範囲に限られます。本契約書に明確に記載されていない事項 (Microsoft や Microsoft が指

定する者によるトレーニング サービスなど) は、補償対象にはなりせん。 

 

本サービス契約に記載される補償は、メーカー保証の有効期間中にその保証に代わったり、重複して給付を提供するものでありません。メーカー保証

期間中は、当該保証対象とされるものについては、製造メーカーがもっぱら責任を負い、メーカーの義務履行能力の如何にかかわらず、本契約に基づ

く補償の対象にはなりません。 

 

製品利用による偶発損害は補償対象になりません (対象製品を落としたり液体をこぼすことで発生する損傷や、画面破損に関連して生じる損傷など)。  

 

サービス料金 

対象製品に関して補償を受ける場合、サービス料金をお支払いただく必要はありません。 

 

請求方法 

サービスにつきましては https://support.microsoft.com/gp/customer-service-phone-numbers に記載される電話番号までご連絡いただくか、

https://www.microsoft.com/surface/ja-jp/support/contact-us-business-surface-hub のウェブページで、弊社担当窓口までご連絡ください。補
償対象製品の問題について、速やかに詳細を確認いたします。補償対象の詳細なサービス提供方法につきましては、次の章をご覧ください。弊社より
具体的な連絡があるまで、対象製品を小売業者に返品したり、いずれかの場所へ配送しないで下さい。  

注: 請求の提出により、自動的にお客様の製品の損害や故障が本サービス契約の規定に基づき補償されるわけではありません。  お客様が無断で修理さ
れた場合、本契約に基づくいかなる補償も提供されません。本補償の対象となるのは、弊社が認定した者によるサービスに限ります。  

 

補償サービスの提供方法 

当初購入された対象製品を、修理または交換のいずれで対応するかは、各対象製品で発生する問題に応じて、また、特に本契約の「賠償責任上限」お
よび「一般適用除外条項」に従い、弊社単独の裁量で決定します。 

補償が決定したら、次の手順に基づき欠陥製品の修理もしくは交換が行われます: 

 まずは Microsoft IT サポートの認定担当者が、電話またはオンラインでの対応により問題の解決にあたります。 

 電話またはオンラインでの対応により問題が解決しなかった場合、対象製品が設置されている場所へ Microsoft の認定技術者を派遣し、問題を分
析し現場で必要な修理を行う場合があります。 
 補償修理は、請求時に対象製品が設置されていた場所で行われます。補償には、故障の発生後、対象製品を修理して正常に機能する状態にす

るために、必要な作業や部品の費用が含まれます。 

 設置場所において、またはオンラインでの対応により対象製品が修理できないと判断された時点で、欠陥製品は安全に取り外され、認定サービス
センターに配送されます。  
 対象製品の修理が完了、もしくは交換が必要と弊社が判断したら、当該の修理済み製品または交換製品を、基本的な再設置を含め、安全な方

法でお届けいたします。 

承認済み請求の期間中にお客様の契約期間が満了する場合、本契約に基づく補償は、進行中の当該請求が本契約の規定に従って完全に履行されるまで
延長されます。かかる進行中の請求が完了した時点で、本サービス契約に基づく補償は終了します (ただし、更新条項の規定によります)。 

賠償責任限度 

賠償限度額: 本サービス契約に従って弊社が支払うべき最高額が、当初の製品購入時価格か交換製品 1 個の、いずれか先に限度額に達する方を上回る
ことはありません。  

賠償限度額の内訳は次の通りです: 

 修理限度: 補償による修理は最大で 3 回までとします。お客様の契約期間中に弊社が補償による修理を 3 回行った時点で、本契約の規定に基
づく弊社の履行義務は完全に完了したと見なし、契約の残存期間に関わらず本サービス契約に基づく補償は終了します。 

 交換限度: 弊社単独の裁量により、対象製品の交換は 1 回までとします。弊社がお客様の製品を 1 回交換した時点で、本契約の規定に基づく
弊社の履行義務は完全に完了したと見なし、契約の残存期間に関わらず本サービス契約に基づく補償は終了します。(注意: 本サービス契約に
基づく継続補償では、製品の交換はできません。また、製品の交換により当初の契約期間が延長されることはありません。) 

注意: 弊社は本契約に基づき補償サービスを提供したことに関連した、次のような付随的または結果的損害についてはいかなる責任も負いません: (I) 所
定の故障、定義のない何からの機械的/電気的故障や、MICROSOFT もしくはその関連会社から別途提供されるトレーニングサービスから生じた物的損害、
損失時間、データ喪失、損失利益、もしくは対象製品か、またはそれに関連した何らかの損害。これには対象製品に関連して使用された非対象製品も
含まれます (II) 補償サービスの遅延またはサービス提供の不能 (III) は修理部分品または構成部品の入手不能 (IV) 対象製品を弊社以外のスタンドや設置台、
特設アルコーブなどに合わせて設置することに関連して発生した何らかの費用 (V) 交換製品のモデル、サイズ、寸法、色が元々の対象製品と異なる。対
象製品や、本契約の既定に基づき提供された交換製品の運用、保守、または使用に起因して発生した、物的損害、ケガまたは死亡について、弊社は何
ら責任を負うものではありません。弊社は、製品の瑕疵を含め、お客様が既に知るところの（一般適応除外条項に規定) すべての既存欠陥について責任
を負うものではありません。 

一般適用除外  

次の各項目に関連、または起因する請求は本契約の対象にはなりません: 

https://support.microsoft.com/gp/customer-service-phone-numbers
https://www.microsoft.com/surface/ja-jp/support/contact-us-business-surface-hub
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a) お客様に発生またはお客様が知るところの既存欠陥（「既存欠

陥」とは、機械的、電気的に妥当なすべての範囲において、本

契約購入前のお客様の製品の機械的適格性の状態を指します）。  

b) 製品利用による偶発損害は補償対象になりません (対象製品を落

としたり、液体をこぼすことで発生する損傷や、画面破損や画

面のひびに起因して生じる損傷など)。  

c) 不良、異音、きしみ音、外観損傷など、非故障問題 (「外観損傷」

とは、傷、摩滅、変色、質感や表面の変化など、対象製品の通

常の作動機能を妨げたり、阻害することがない、対象製品の物

理的な外観上の損傷や変化を指します)。  

d) アクセサリー、付属品、スタンド、取り付けキットなど、「対

象製品」の定義に適合しない物品。  

e) 次に挙げる修理、交換またはその他何らかの費用: 製品の元のメ

ーカー保証で対象となっていない部品や構成部品、ならびに誤

設置 (紛失) された部品または構成部品か、もしくは非稼働の部

品。これにはプラスチック部品や構成部品、アクセサリー ケー

ブル (「対象製品」の定義に含まれるものを除く)、バッテリー、

プラスチック製本体、成形品などが含まれます。  

f) 米国の経済貿易制裁に違反するサービス。 

g) 画面またはモニターの不良。これにはビデオゲーム、一つ以上

のビデオ信号を長時間表示したことにより引き起こされる画面

内の残像などが含まれます。  

h) 通常の摩耗や消耗。 

i) お客様もしくはその代理人による不適切な梱包や運送により、

輸送中に製品が損傷した場合。これには輸送中の保護が不適切

だった場合が含まれます。  

j) 弊社認定のサービス技術者以外の者によりなされた修正、調整、

変更もしくは修理。  

k) 電気の不適切な使用、電源変動、電力サージ。  

l) 対象製品のある場所に到達する、または診断、修理するため、

もしくは交換製品の設置を目的とした、壁やその他構造物 (アル

コーブなど) の取り壊し、再構築、表面修復に関連した費用。 

m) 冷凍または過熱による損傷。  

n) 有害または悪意ある、害を与える、無謀な、攻撃的な方法で対

象製品を取扱うことにより、損傷または故障を引き起こす、故

意または過失による行為。 

o) ウィルスまたは破壊行為、紛失、窃盗、故意による損壊、もし

くは消失。  

p) シリアル番号が削除または変更された商品。  

q) 対象製品の錆、腐食、反り、曲がり。  

r) 動物 （ペットを含む） もしくは動物の生息、昆虫の寄生。  

s) 通常の定期的、予防的メンテナンス、ユーザー教育 (トレーニン

グ)、セットアップ調整。 

t) 製品のメンテナンスまたは操作、保管を製造メーカーが推奨す

る方法で行わない、またはメーカー仕様または指示以外の条件

で行う。  

u) 何らかの保証や保険、他のサービス契約により補償対象になっ

ている製品のサービス。  

v) 偶発事件。これには、暴動、核放射線、戦争または敵対行動も

しくは放射能汚染、自然条件、気象条件もしくは自然による危

険への露出、崩壊、爆発ないし他の物体による衝突もしくは他

の物体との衝突、火災、あらゆる種類の落下もしくは湿気、雷、

埃や砂、煙、核放射線、放射能汚染、暴動、戦争または敵対行

動などが含まれます。  

w) 設計または構成部品の欠陥、不適切な構造、製造欠陥、頻発故

障を修理するため、製造製造メーカーのリコールや保証、修正

の対象となっている製品。なお、かかる修理費用に関するメー

カーによる支払能力の如何は問いません。 

x) 日本国外で実施されるサービス。
 

本契約では、ソフトウェアやデータの復旧、または対象製品からのデータ取り出し、もしくは対象製品へのデータ読み込みは、サービス対象となって

いません。また弊社は、本契約の規定に基づき提供される交換製品に、いかなるデータも移転することはできません。どのような場合も、弊社はソフ

トェアやデータの復旧、またはいかなる対象製品やそれに関連する機器からのデータ取り出しにも責任を負いません。 

お客様の対象製品が、本条項に基づく補償から除外されると判断された場合や、弊社の認定サービス業者により「異常なし」の診断結果となった場合、

配送や現場でのサービス費用など、当該サービスに関連したあらゆる費用について、お客様が責任を負うものとします。 

更新 

本契約期間の満了後、弊社単独の裁量により、お客様に補償更新を提供することができます。弊社がお客様の補償の更新を提供する場合、提案更新価
格には、お客様の製品の年数や更新時点における一般的な製品交換費用が反映されます。 

 

譲渡 

本契約に基づく補償は、他のいかなる者に譲渡することも、いかなる物品に移転することもできません。 

 

解除 

お客様は管理者に通知することで本契約をいつでも解除することができます。〒108-0075 東京都港区港南 2-16-3 品川グランドセントラルタワー 日

本マイクロソフト株式会社 http://support.microsoft.com/gp/customer-service-phone-numbers に記載される電話番号か、msespbus@microsoft.com ま

で解除申請を行ってください。注意: 以下の解除条項は当初の契約購入者にのみ適用されます。なお、取消手数料は一切適用されません。 

お客様による契約解除: 

1. お客様の解除申請が契約購入日から 30 日以内の場合、お客様が支払った契約購入価格の全額から、弊社が支払った「請求」の費用を差しい引い
た金額がお客様に返金されます。弊社への解除申請後 30 日以内にお客様へ返金されなかった、または入金がなかった場合、お客様が受け取る返
金額に対して支払遅延 30 日ごとに 10% が加算されます。  

2. お客様の解除申請が契約購入日から 30 日以降に行われた場合、お客様が支払った契約購入価格を按分計算した金額から、弊社が支払った「請求」
の費用を差しい引いた金額がお客様に返金されます。 

次に該当する場合に限り、弊社は契約を解除することができます:  

1. お客様による契約購入価格または手数料の未払い。 

2. お客様による重大な不実表示。  

3. 対象製品もしくはその使用に関連したお客様による本契約の重大な義務違反。 

弊社が本契約を解除する場合、解除発効日の 15 日前までに、お客様に対し書面で通知します。かかる通知は、取消理由と取消日を添えて弊社に保管
されているお客様の連絡先 (適宜 E メール アドレスまたは住所）に送付されます。弊社が本契約を解除する場合、お客様には前述と同一の基準に基づ

http://support.microsoft.com/gp/customer-service-phone-numbers
mailto:msespbus@microsoft.com
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く額が返金されます。注意: 本契約が融資により購入された場合、金融会社への未払残額を返金額より差引き、お客様ではなく当該金融会社に支払うも
のとします。 

 

苦情手続 

弊社は常にお客様へ最高のサービスを提供するよう努めていますが、万が一、お客様が弊社のサービスにご満足いただけなかった場合、購入証明書に
記載される弊社の担当者までお知らせください。 

お客様の苦情を受理してから、5 営業日以内にご連絡いたします。この期限内にお客様にご満足いただける対応ができない場合 (詳細な調査を必要とす
るなどの理由により）、お客様からの苦情処理に関する現在の状況や、十分な対応が行える予定および対応者を随時お知らせいたします。ほとんどの
場合、お客様からの苦情は 4 週間以内に解決できる目安となっております。 

 

プライバシーおよびデータの保護 

お客様は、本契約に基づき弊社に開示される一切の情報もしくはデータが秘密扱いではないことに同意するものとします。  またお客様は、弊社が本契
約に基づいて計画されたサービスを提供する際、お客様に代わってデータを収集し処理することができることに同意します。これには、関連会社や第
三者のサービス プロバイダに対するお客様のデータ移転が含まれます。本契約に記載されるサービス提供を目的とする場合を除き、弊社がお客様の許
可を得ることなく、お客様の情報を第三者と共有することはなく、お客様の裁判管轄区で適用されるプライバシーおよびデータ保護に関する法律を遵
守します。 

お客様の裁判管轄区のプライバシーおよびデータ保護に関する法律により特に禁止されていない限り、弊社はお客様情報を他の国および裁判管轄区に
移転することができます。ただし、弊社による情報移転先が適切なレベルの保護を提供でき、当該国または当該の裁判管轄区の現行法が、香港のプラ
イバシーおよびデータ保護に関する法律に、実質的に類似している場合や、同じ目的を果たしていると信じるに足る根拠がある場合に限ります。なお、
お客様の個人情報は、犯罪の防止や発見ならびに法令遵守のため、法執行機関やその他当局に開示される場合があります。 

 

一般条項 

1. 下請業者:  弊社はその義務の履行を第三者に外注または譲渡することがありますが、それによりお客様に対する弊社の義務が解除されるものでは
ありません。 

2. 権利放棄および可分性:  一方の契約当事者が他方当事者に対し、本契約に定められる何らかの規定について履行を要求しなかった場合も、それ以
降のいずれかの時点で当該履行を要求する完全な権利に何ら影響を与えるものではありません。また本契約のいずれかの規定の違反について、一
方の当事者が権利を放棄した場合も、当該規定自体の権利放棄と見なされるものでもありません。これら諸条項のいずれかの規定が何らかの適用
法により、執行不能もしくは無効となるか、もしくは担当裁判所によりそのように判断された場合も、当該利用条件が全体として執行不能または
無効と見なされるものではなく、そのような場合は、当該規定を適用法もしくは担当裁判所の判決の制限範囲内で、かかる執行不能または無効な
規定の目的を最大限達成できるよう、変更および解釈されるものとします。 

3. 注意:  お客様は、あらゆる目的のため、お客様が弊社に提出した電話番号、住所、電子アドレスにより、連絡を受けることに明示的に同意するも
のとします。本契約に関するあらゆる通知または要請は書面により行われるものとし、郵便、E メール、ファックス、SMS、公認の民間宅配便業
者など、妥当な手段により送付されます。通知は、お客様から弊社に提供された E メールまたはファックス番号に送信された時点で、また、提供
された住所へ郵送されてから 3 日後に送達されたものとします。 

4. 本サービス契約は、日本国法に準拠します。 

 

完全合意 

規定、条件、制限、例外、除外、お客様の購入証明書などを含む、本サービス契約は、弊社とお客様の間の完全なる合意を構成し、法律によって求め
られる場合を除き、本契約に記載されていないいかなる表明、約定または条件もこれらの条項を変更するものではありません。 


